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議第１０９号 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和５年１２月５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

目次中「第２５条の３」を「第２５条の４」に改める。 

第１１条の３中「及び第２０条の３」を「、第２０条の３及び第２０条の

４」に改め、同条第２号エ中「及び第７２条の３の２第１項」を「、第７２

条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項」に、「及び国民健康保険保 

険給付費等交付金」を「並びに国民健康保険保険給付費等交付金」に改める。 

第１３条第１項中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「附

則第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の６第１

５項」を「附則第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第１５条の６の２中「及び第２０条の３」を「、第２０条の３及び第２０

条の４」に改め、同条第２号イ中「及び第７２条の３の２第１項」を「、第

７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項」に改める。 

第１５条の７中「第２０条」の次に「及び第２０条の４」を加え、同条第

２号イ中「法第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の３第１項」

を加える。 

第１８条を次のように改める。 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があ
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った場合） 

第１８条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被

保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなっ

た、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特

例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった若し

くは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務者に係る

第１２条、第１５条の２、第１５条の６の３若しくは第１５条の６の７の

額（被保険者数が増加又は減少した場合（特定同一世帯所属者に該当する

ことにより被保険者数が減少した場合を除く。）における当該納付義務者

に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１５条の８の額又は第２０条

第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定める額、第２０条の３第１項（同条第

３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）

に定める第１５条若しくは第１５条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２０条の３第４項第１

号（同条第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に定める額、第２０条の４第１項各号（同条第３項又は第４項

の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、

それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少し

た日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことに

より被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日で

あるときに限り、その前日とする。）若しくは一世帯に属する被保険者が

介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった日若しくは特例対象被保険者等となった若しくは特例対象被保険者

等ではなくなった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者

に係る第１２条、第１５条の２、第１５条の６の３若しくは第１５条の６

の７の額若しくは第１５条の８の額又は第２０条第１項各号に定める額、
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第２０条の３第１項に定める第１５条若しくは第１５条の５の基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２

０条の３第４項第１号に定める額、第２０条の４第１項各号に定める額若

しくは同条第５項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（

法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納

付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるとき

に限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

第２０条第１項第１号中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」

を「附則第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の

６第１５項」を「附則第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第２０条の３第１項及び第４項第１号中「保険料額」を「保険料率」に改

め、同条の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第２０条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施 

行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。 

）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、第１２条又は第１５条の２の基礎賦課額から、次

の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超え

る場合には、６５万円）とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分

の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて

得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則

第３２条の１０の２で定める場合には、出産の日。第２５条の４第１項

及び第２項において同じ。）の属する月（以下この号において「出産予

定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定

月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

（２） 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１２分の

１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

２ 第１５条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の 
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決定について準用する。この場合において、第１５条第２項中「保険料率」 

とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第１２条又は第１５条の２」とあるのは「第１５条の

６の３又は第１５条の６の７」と、「６５万円」とあるのは「２２万円」

と、前項中「第１５条」とあるのは「第１５条の６の６」と読み替えるも

のとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。 

この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」 

とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に

限る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とある

のは「介護納付金賦課額」と、「第１２条又は第１５条の２」とあるのは

「第１５条の８」と、「６５万円」とあるのは「１７万円」と、第２項中

「第１５条」とあるのは「第１５条の１１」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２０条に規定する基準に従い保険料を減額するも

のとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額

後の第１２条又は第１５条の２の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合には、６５万

円）とする。 

（１） 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分

の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて

得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

（２） 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該

保険料率に第２０条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各

号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に１２分の１を乗じ

て得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

６ 第１５条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の 
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決定について準用する。この場合において、第１５条第２項中「保険料率」 

とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第１２条又は第１５条の２」とあるのは「第１５条の

６の３又は第１５条の６の７」と、「６５万円」とあるのは「２２万円」

と、前項中「第１５条」とあるのは「第１５条の６の６」と読み替えるも

のとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。 

この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者 

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」 

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１２条又は

第１５条の２」とあるのは「第１５条の８」と、「６５万円」とあるのは

「１７万円」と、第６項中「第１５条」とあるのは「第１５条の１１」と

読み替えるものとする。 

第６章中第２５条の３の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に関する届出） 

第２５条の４ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記

載した届書を市長に提出しなければならない。 

（１） 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

（２） 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

（３） 出産の予定日 

（４） 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

（１） 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

（２） 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる

書類 

（３） 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した

被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる

書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から
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行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に

掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確

認することができるときは、第１項の規定による届出を省略させることが

できる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２０条の４の規定は、令和５年度分の保険料

のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前

の期間に係るもの及び令和４年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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議第１１０号  
 

令和５年度瑞浪市一般会計補正予算（第１１号）  
 
 令和５年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところ

による。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８２，６００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，５４６，８００

千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和５年１２月５日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

11 地 方 交 付 税 ３，７３１，６６２ ３７，５７８ ３，７６９，２４０

1 地方交付税 ３，７３１，６６２ ３７，５７８ ３，７６９，２４０

15 国 庫 支 出 金 ２，２８７，７３７ ３４５，０２２ ２，６３２，７５９

2 国庫補助金 ８６３，７０１ ３４５，０２２ １，２０８，７２３

歳　　入　　合　　計 １８，１６４，２００ ３８２，６００ １８，５４６，８００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 民 生 費 ５，６９２，０３６ ３８２，６００ ６，０７４，６３６

1 社会福祉費 ３，１１２，３０９ ２５３，７５０ ３，３６６，０５９

2 児童福祉費 ２，３３７，６５１ １２８，８５０ ２，４６６，５０１

歳　　出　　合　　計 １８，１６４，２００ ３８２，６００ １８，５４６，８００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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